
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

○
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
2

○
農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
4

○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
6
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○
国
有
財
産
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
二
百
六
十
四
号
）
抄
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
無
償
貸
付
）

（
無
償
貸
付
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
普
通
財
産
を

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
二
条
第
二
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
普
通
財
産
を

無
償
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、

無
償
で
貸
し
付
け
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
貸
付
け
を
行
う
も
の
と
す

当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
貸
付
け
を
行
う
も
の
と
す

る
。

る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
条
第
七
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
区
域
に
あ
る
義
務
教
育
等
諸

二

次
条
第
七
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
区
域
に
あ
る
義
務
教
育
等
諸

学
校
施
設

国
有
財
産
法
及
び
国
有
財
産
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

学
校
施
設

国
有
財
産
法
及
び
国
有
財
産
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
昭
和
四
十
八
年
改
正
法

法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
昭
和
四
十
八
年
改
正
法

」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
同
日
後
に
お
い
て
同
項
第
二
号
の
規
定
に
該

」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
同
日
後
に
お
い
て
同
項
第
二
号
の
規
定
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
区
域
に
あ
る
義
務
教
育
等
諸
学
校
施
設
に
あ

当
す
る
こ
と
と
な
る
市
町
村
の
区
域
に
あ
る
義
務
教
育
等
諸
学
校
施
設
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三

つ
て
は
、
そ
の
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
）
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三

十
一
日
（
同
日
以
前
に
お
い
て
同
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

十
一
日
（
同
日
以
前
に
お
い
て
同
項
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
と

な
る
市
町
村
の
区
域
に
あ
る
義
務
教
育
等
諸
学
校
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

な
る
市
町
村
の
区
域
に
あ
る
義
務
教
育
等
諸
学
校
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の

該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
の
前
日
）
ま
で
の
間

該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
日
の
前
日
）
ま
で
の
間
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○
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
抄
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
自
治
行
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
行
政
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
二
項
に
規
定

３

自
治
行
政
局
は
、
第
七
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
前
二
項
に
規
定

す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

平
成
二
十
六
年
三

（
略
）

平
成
二
十
六
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

平
成
二
十
八
年
三

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平

月
三
十
一
日

成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
自
立
促
進
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。
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平
成
二
十
九
年
三

（
略
）

平
成
二
十
九
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

平
成
三
十
三
年
三

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平

月
三
十
一
日

成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
自
立
促
進
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。

（
自
治
財
政
局
財
務
調
査
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
自
治
財
政
局
財
務
調
査
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

自
治
財
政
局
財
務
調
査
課
は
、
第
六
十
一
条
各
号
及
び
第
一
項
各
号
に
掲
げ

３

自
治
財
政
局
財
務
調
査
課
は
、
第
六
十
一
条
各
号
及
び
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
務
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一

る
事
務
並
び
に
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

日
ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

五
十
九
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
公
営
企
業
課
」
と
あ
る
の
は
、
「
公
営
企

五
十
九
条
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
公
営
企
業
課
」
と
あ
る
の
は
、
「
公
営
企

業
課
及
び
財
務
調
査
課
」
と
す
る
。

業
課
及
び
財
務
調
査
課
」
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）
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○
農
林
水
産
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
三
号
）
抄
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
農
村
振
興
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
農
村
振
興
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
四
条

農
村
振
興
局
は
、
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の

第
四
条

農
村
振
興
局
は
、
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

平
成
二
十
六
年
三

（
略
）

平
成
二
十
六
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

平
成
二
十
八
年
三

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平

月
三
十
一
日

成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
自
立
促
進
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。

平
成
二
十
九
年
三

（
略
）

平
成
二
十
九
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日
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平
成
三
十
三
年
月

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平

三
十
一
日

成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
）
の
自
立
促
進
に
関
す
る

総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関

す
る
こ
と
。
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○
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
抄
（
第
四
条
関
係
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
国
土
政
策
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
国
土
政
策
局
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
二
条

国
土
政
策
局
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上

第
二
条

国
土
政
策
局
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

平
成
二
十
五
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

（
略
）

（
略
）

平
成
二
十
六
年
三

（
略
）

平
成
二
十
六
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

（
略
）

（
略
）

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平

成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

平
成
二
十
八
年
三

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
自
立
促

月
三
十
一
日

進
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び

に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
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平
成
二
十
九
年
三

平
成
二
十
九
年
三

（
略
）

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

過
疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平

成
十
二
年
法
律
第
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

平
成
三
十
三
年
三

す
る
過
疎
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
自
立
促

月
三
十
一
日

進
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び

に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
国
土
政
策
局
地
方
振
興
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
国
土
政
策
局
地
方
振
興
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
八
条

国
土
政
策
局
地
方
振
興
課
は
、
第
六
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ

第
八
条

国
土
政
策
局
地
方
振
興
課
は
、
第
六
十
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ

か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る

か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲
げ
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

平
成
二
十
八
年
三

過
疎
地
域
の
自
立
促
進
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

月
三
十
一
日

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
九
年
三

平
成
二
十
九
年
三

（
略
）

（
略
）

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

平
成
三
十
三
年
三

過
疎
地
域
の
自
立
促
進
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の

月
三
十
一
日

企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。
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（
水
管
理
・
国
土
保
全
局
下
水
道
部
下
水
道
事
業
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
水
管
理
・
国
土
保
全
局
下
水
道
部
下
水
道
事
業
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
四
の
三

水
管
理
・
国
土
保
全
局
下
水
道
部
下
水
道
事
業
課
は
、
第
百
一
条

第
十
四
の
三

水
管
理
・
国
土
保
全
局
下
水
道
部
下
水
道
事
業
課
は
、
第
百
一
条

各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
過

各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
過

疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
下
水
道

疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
下
水
道

の
指
定
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

の
指
定
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
道
路
局
環
境
安
全
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

（
道
路
局
環
境
安
全
課
の
所
掌
事
務
の
特
例
）

第
十
八
条

道
路
局
環
境
安
全
課
は
、
第
百
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か

第
十
八
条

道
路
局
環
境
安
全
課
は
、
第
百
十
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
日
ま
で
の
間
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

期

限

事

務

期

限

事

務

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

平
成
二
十
七
年
三

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

月
三
十
一
日

（
略
）

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
十
四
条
の
規
定

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
第
十
四
条
の
規
定

平
成
三
十
三
年
三

平
成
二
十
八
年
三

に
よ
る
基
幹
的
な
市
町
村
道
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

に
よ
る
基
幹
的
な
市
町
村
道
の
指
定
に
関
す
る
こ
と

月
三
十
一
日

月
三
十
一
日

。

。


